
【与論町育英奨学資金制度】

応募資格
・

・

・

・

・

貸与額及び貸与期間
・

・

・

応募期限
・

※在籍している学校を通じて申請すること。

募集奨学生人員
・ 問い合わせ先

与論町教育委員会　学務課

ＴＥＬ　0997-97-2441

令和８年度与論町育英奨学資金貸費生募集のお知らせ

保護者又は子弟が与論町に住所を有する者。

貸与額は月額４万円です。（高校生は１万５千円）

貸与期間は在学する学校の正規の修業期間です。

若干名

与論町教育委員会では、経済的な理由により就学することが困難な方に対し、無利子

の奨学資金の貸し付けを行っています。

奨学金の貸与はひと月ごとに貸与します。

令和８年２月２日（月）まで。

高等学校（高等専門学校等を含む。）若しくは大学及び大学院（各種学校、専修学

校を含む。）に進学しようとする者、又はこれらの学校に在学している者。

学業及び人物が優良である者。

在学する学校を卒業する見込みが確実である者。

学費の支出が困難である者。


